
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
九
号

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
に
係
る
民
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律

１
　
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
被
災
者
（
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域

（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）
に
同
日
に
お
い
て
住
所
を
有
し
て
い
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
平
成

二
十
二
年
十
二
月
十
一
日
以
後
に
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
も
の
に
対
す
る
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三
箇
月

以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
箇
月
以
内
（
当
該
期
間
の
末
日
が
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
前
で
あ
る
場
合
に

は
、
同
日
ま
で
）
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
災
者
が
相
続
の
承
認
若
し
く
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場

合
又
は
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
相
続
人
が
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
相
続
人
が
被
災

者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
死
亡
し
た
相
続
人
の
相
続
及
び
相
続
人
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る

相
続
で
あ
っ
て
そ
の
法
定
代
理
人
が
被
災
者
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
民
法
第
九
百
二
十
一
条
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
相
続
人
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
相
続
人

が
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
後
、
施
行
日
前
に
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
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